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仙台の城下絵図について

後藤雄二

近世域下町の麗史地理学的研究における第 1の史料としては，域下絵図があげられる。各域下町

を研究する前提として，域下絵図を科思し，持麗敷・町畏・寺社などの土地利用図ポ作成される。

その史料としての吟味については， [""域下総図の地国学史的研究Jと名づけた矢守氏の研究がある

(1973， 1974， 1978， 1979)。これらの冒頭で，城下詮i哀史のくタテ〉とくヨコ〉の両面からわ研究を

行い，それらを総合する必要を指講している。とのや論では，矢守氏の研究をふまえながら，仙台

の城下絵菌を例として，他の視点なも加えながら取上げたいと患れしかし，仙台についてはすで

に， 阿刀由民(1936)によって， 絵図の分類・年代推定等?とついて，詳細記分析と記述が行われて

いる。そこで，ここで辻，手もとにある17註紀の諸絵図と関連史料を利用して，それから得られる

具体的事項の桧討を行いたい。取上庁た域下絵図は，表 1にあ叩た?葉で，元捺4・5年揺を除い

て，総て開刀田氏による分析が行われているが，年代推定については，疑問点や，年代をよち短い

期間に限定できるもりもあるので，筆者の検討を加えた，対象とする絵図誌，すべて境下の全体図

でるる。

1. 城下絵国作成の自的

作成の呂的から，矢守氏 (1973)辻， 藩用図・幕用醤に分類している。矢守氏の定義によれば，

幕期閣とは， [""悶絵躍の調進に{半って， あるいは巡見使の来藩，域郭修理の額出などに擦し」

した f幕府への城絵図・域下絵留Jとなる。仙台の域下絵閣のなかで， この幕用図に担当するり

は，正保2・3年絵図と天和2年の絵図である。前者は，いわゆる，正保の域絵悶で島る。阿万

部氏は，これらを， [""幕屑提出用城下絵図Jとして詳錨に述べているので，重複はさけることにす

る。しかし，そのなかで，夫和2年り絵図について， [""或誌との捺にも全間的規模に於いて域絵図

の製作が行はれたものであるかも知れぬj と述べているが，これは，仙台落だけに命ぜられたと患

う。

この 2葉を除くと，仙台の城下絵盟は，すべて藩舟留で，侍の量敷割が描かれている。審患図の

f乍成目的について江，そのひとつとして，普語奉行に関連があることは，矢守氏(1978)により
〈注 1)

損されている。仙台藷では，事保13年(1728)の「五人組諜前書Jと，向年の「御盤敷方御定jに

は，それぞれ次の定めがある。

「霊敷所持之者，名改代替之毘ハ調屋敷方へ断牒詣可相直接， と相断，侍分外分

と.6'PJ甲道f突事J I五人組諜主ケ度分ッ、取置，跡と

仙台では， 17世紀に城下が拡大したが， この時期には，麗敷主の変化が著しい。 この変化のほ

かに，代替・改易・新規召抱などによる屋敷主の変化がある。これらを把握するために屋敷奉行ポ

〈注1) 仙台市史編纂委員会編(1953):位台市史 8所訳。
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おかれ，侍霊敷の五人組牒が作成されていたのである。域下絵閣も再じ目的で作成されたので島ろ

う。

2. 城下絵国の年代推定

絵留に作成年次が記載されている場合には問題は少ないが，その他については，年代の推定が必

要で為る。しかし，それは，推定年代に揺が与えられる。大まかに，域下の拡大・土地利用の変fと

を対象とするには，各世紀の詣・中・後期の底分がわかればよいであろう。しかし，短い期間内の

変化を扱うに法， より籍確な年代。推定が必要で島る。矢守兵(1979)によれば「金沢智次御用絵

図j は， 部量に3年4か丹ほど， 絵関存成に 2年 4か月ほど費された。時間スケーノレが短けれ

ば， r作成年次j と「景観年次Jとむ区別が重要になる〈矢守， 1974)。自的によれ作成年次と

観年次のどちらを問題にするかは異なるといえるが，景観年次は，前年何丹という一時点であると

するよりも，調査期間の幅というものを考躍すべきであろう。絵留に作成が繋了した年次が記載さ

れていても，景説年次はそれよりも早いのが普通であるから，地に推定する史料があれば，目的に

応じて行うべきてさある。新たに絵図を存fit.するとき，以前記作成された絵図がある場合には，域下

拡大の地区や，土地利用が変化した地区についてのかきたし，かきかえのみで，絵凶作成の期間も

少なくてすむ。阿刀田氏は，廷宝期の絵嬰が， 案文期の絵関に， rその後発展した部分を措き加え

たものjであることを 1葉の絵図から類推している。農敷主の変化だけの場合は，さら

あるから期間は短縮されるであろう。ただし，貼紙を使用すれば，よち簡単になるのはいうまでも

ない。

景観年次については，それが，屋敷主についで、あるか，道路・構・寺社などで芸うるかにより

る。景観年次を侍の屋敷主によって推定する確実な方法としては，改易・新規召抱の侍を利用する

のが，代替による変化よりも重要祝してよい。代替となっても，子の名に書紋めない可能性も考え

られるからである。もちろん，併用が望ましいのは当然で、ある。仙台審の根本史料としては，
〈注 2)

治家記銀jがあれこれが，屋敷主の景観年次の推定に利患できる。開刀自民が利用した史料は，仙

台の左地誌などであり， r伊達治家記録Jは利用していないと患われる。党繰 4・5年躍注，阿刀
〈主主 3)

田氏の調査時点では発見されておらず， r組台市史9Jの開国解説のなかで，年代推定されている。

そこで，表 1の絵障のなかで，募用留と，作成年次が記載されており，また，景観年次との差がほ

とんどないと思われる寛文4年国を除く他の 4葉の絵図について，年代の推定を行う。以下で，特

にことわらない限れ筆者の誰定は， r伊達治家記録Jによる。 また，図の名称は，間刀田氏の論

文による。

2.1. 寛文8・9年雷

同万由民は， られた寛文8年を上患とし，伊東采女屋敷が存在ずることか

ら，案文 9年を下限としている。そして， r寛文 7年に摺ケ関に移った筈の天神社がi南小田原にあ

るのは奇とすべきであるが，盤国製{乍に当って薪らしく潟量などを行はず，前図の人名

〈注2) 伊達治家記録，宝文堂刊。

〈注3) 位台市史謡纂委員会編(1953)組合市史 9.
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めた結果生じた誤で三うろう。」として，寛文 8・9年設を述べてし、る。しかし，寛文6年切援を命

ぜられた宮崎筑後の鹿敷が存主ずるし，また，侍の産数主の変化数を全域下についてみると，との

絵図は，寛文4年図，寛文9・10年図の時間に対して，ほぼ， 3対日であることから，寛文8・9

若手説には疑問点が残る。上限は，吉内治太夫が寛文§年s見定、摩と故名したが，その屋敷があるこ

とから，寛文§若手ではないかと考える。これによれば，寛文7年移された天神社会ミ小部震に存在す

ることは説明できる。しかし，これでは，問万田氏が上限決定む採用した高力在近霊敷についての

説顎ができない。究文 G 年説~提示して後考を待ちたいと思う。

2.2. 箆文9.......11年図

間万田氏は，遍照寺と伊東刑部屋敷の存在から，上限を寛文 9年とし，また，寛文事件で改易と

詰った原田甲斐の譲敷が存症することから，下限を覧文11年とし，寛文9'"'-'11年と推定している。

上限については，党文9年 2J1，早川淡路が死去し，子の庄八が継いだが，その名があることから，
〈注4)

正しいと服、われる。また，柴山氏は寛文10年氏家と改姓したが，関ではまだ柴山氏と記されている

ことから下践が定まり，寛文9・10年と推定される。

2.3. 廷宝 6'"'-'8年図

同刀田氏は，吉地誌のいくつかの記述から，延宝 6'"'-'8年を提示しているが，筆者は，伊達治家

記録の家餐語読の全記録から，延室8年と推定したく延宝3年記録携がおかれ，記事が詳しくなる〉。

2.4. 元禄 4・5年詔

イI~台史 9 の附密解説には，元捺 5 年10月割崩された銀縁出雲の屋敷がま なっていない

ことな下張とし，石川|大和が死去した元禄 4年正見18日を，産敷主が予の中務に移っていることか
〈注 5)

ら上誌としている。筆者は，元禄5年 9月に拝領した福井えり居敷が存在することから，元禄5年

と推定した。

表 1 17世記の仙台域下絵図

年 代 披 定
No. 名 称

〈持刀回〉 (筆 者〉

1 奥州仙台域絵関 正保2・3年

2 f出台鍔城下絵図 寛文4年

3 イ出台域下絵図 寛文8・9年 究文6年

4 1仙台城下儲 寛文 9"""11年 党文9・10年

5 I 仙台或下大絵岡 延宝 6.....， 8年 延宝8年

6 
奥州仙城台誠下五域下卦絵井絵謹図

天和2年

7 仙台 元緑 4・5年 元詰 5年函

く注4) 伊達世態家譜，復刻版，宝文堂帯。

(注 5)，く註4)に同じ。

大 き さ

l丈8寸x8尺 8寸

1丈1大2尺1尺3寸9す5分5分× 

6尺 5寸x5尺 5寸

6尺 3寸x5尺 5す

1丈4尺x1丈2尺

1 大1 尺 3 尺す × 
8.R.5寸

l丈 G尺 3す x2丈

所 議 信 考

斎藤報窓会 の「仙研究台J境下関・絵図関

宮城県図書館

く旧焼制失二〉高!日議 の「仙研究台J城下附絵菌図

宮竣県図書館

宮城県図書館 の門研書究台竣J下附絵悶図

宮脇図書館|

斎藤報思会占柏史 9J附
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3. 城下絵図から得られる具体的事項

城下絵図を研究のために利用するとき，得られる情報の種類が問題である。城下の全体図では，

1 Km 
a 

図1 正保2・3年図のゆがみ

図2 寛文 9・10年図のゆがみ

屋などの注記が施されている。

これから，城下の土地利用区分

図が得られる。藩用図からは，

屋敷主の姓名・屋敷の広さなど

が得られる。これらについて，

若干検討を加えることにする.

3.1. 絵図の精度

近世後期には，精度の高い絵

図も作成されたが， 17世紀にお

いては，精度には限界がある。

その修正方法として，現代地図

に土地利用をおとし，全域下で

縮尺が統一される様にする必要

がある。特に，複数の絵図を年

代順に並べて土地利用の変化を

比較するには，絵図聞の縮尺の

不統ーをなくすために，上述し

た方法が必要である。しかし，

逆に，城下絵図を分析するに際

し，縮尺の城下内でのバラツキ

は，いくつかのことを指摘して

L 、る。

図 1・図 2は，正保2・3年図

と寛文9・10年図のそれぞれにつ

いて，城下中央部における現代図

に対する絵図の線分比を基準とし

て(図中央の太い線分比を1.00とす

る)，各地区の線分比の割合から，

絵図のゆがみの程度を示したもの

である。正保2・3年図は城の周

辺部分が，城下中央部の 2倍ある

が，城下南東部では， 2分の lほ
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どになっている。これについては，

矢守氏(1973)も指摘してし

城絵図の性格が現われているといえ

よう。ただし，道路には長さが記入

されている。一方，寛文9・10年習で

は，J[lの付近と，城周辺でゆポみが大

きい。これは，誤IJ撃が困難であった

ことによると思われる。鴎 1・Eヨ2

には，土地利用の境界線も記入した

が，その周辺でやがみが大きく変化

することはなかった。絵菌の精度カミ

高い場合には，注記がなくても

表 2 各絵図のゆがみ

|悲8年宝図 先5年禄図

1 2. 10 1.07 1. 25 1. 07 0.94 

2 1. 27 1. 26 1. 30 1. 30 O. 93 

3 。事 75 0.99 0.93 0.99 0.91 

4 0.80 0.99 0.99 1. 00 O. 96 

5 1. 01 1. 03 1.11 1.05 1. 08 

6 0.89 1. 05 1. 14 1. 08 0.97 

7 0.70 0.92 O. 98 0.99 0.99 

8 0.48 0.91 O. 95 0.92 1. 02 

9 0.94 。合 97 0.96 0.95 

10 … 1. 01 1. 01 

測定方法は，悶 1・図 2と閉じ

が計測できるが，精度が低い場合には，土地利舟の;決意

でさえも，現代援におとすのは，特に周辺部では難しい。しかし，星敷の認さは，国 2の精度であ

れば，域下でのゆがみの状態〈域下では，東西・湾北という直交する方向に測定することが必要である引

で移正し，広さを揺くときの誤差を考えあわせて，ある程度の議論ができょう。しかし，一軒ごと

の広さについての議論はできず，地区の傾向をさぐるために用いられる程度であろう。

2誌， 5葉の絵留について，図 1・国2と同じ方法でi1J.iJ定したものである。柏台の城下絵図に

よれば，正保2・3年間と寛文4年諮問，寛文9・10年間と斑宝8年国間で，それぞれ，境下の拡

大がみられる。そのため，正課2・3年闘では，部建は 8か所となっている。絵図的ゆがみを利用

すると，各絵図問の関連，つまり，新しく作成する場合。基密が存在するかを推定できる〈矢守，

l釘3)，表 2から，寛文 6年図と延宝8年凶は， 図のゆがみがほぼ閉じ額向にあることから，間万

田氏の先述した指摘が，との点からも検証されよう。しかし，高密は，大きさが異なっていること

から，直接の基閣ではないであろう。こ会方法は，大きさ

う特徴がある。

3.2. 農敷主

る絵図について，利用できるとい

待霊敷には，蕃か した侍の姓名を記している。しかし，これは，その侍が麗敷に常設して

いることを必ずしも意味しない。江戸での常詰であっても，家族だけは仙台に居住することはある

と忠弘 また，仙合藩では，地方知行館記よる在方居住ポ持われ， r宿守Jが震敷拝領主にかわっ

て岩住していることもあったの度敷内には，屋敷拝鎖主の家族・陪臣むほか民，借地方t行われるこ

とや，分家をしても問じ屋敷内?と居住することが考えられる。以上のことは，城下絵匿を利用して，

侍の農住分析を行うに醸して注意、な要する点である。

絵悶の年代が推定されたとき，麗敷主についての能の史料があれば，それと対比して研究を行う

ことができる。しかし，絵鴎に誼接，侍の標高が記入されてなければ，かなり昔話約が為る。中林氏

(1977)の鳥取城下における研究で， 10~予を関てた城下絵菌と， r組帳Jによる捧高100::tヨ以上お待

ち白人のうち氏名の合致するのは，約3分の 1~こすぎない。年代を際てない仙台の寛文 5 ・ 10年図
〈注め

と寛文10年持帳を対比しても，地方知行待では，半分ほどしか姓名は…致しない。これは，代替が
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行われたとと，侍のすべてポ壁敷を拝領していないことのほかiL侍?こはいくつかの名ポあること
〈注7)

が理由と考えられる。「伊達世臣家譜Jには，初詐，中称などの記載があり，改名しでも以前の名

も使用することが考えられる。法かにも，能の史料とり対比ポ考えられるであろうし，そこでの問

題もあるであろうと思われる。
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